
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

庁
舎
有
料
駐
車
場
に

つ
い
て

　

新
庁
舎
が
J
R
自
治
医
大
駅
に

近
い
立
地
の
た
め
、
市
で
は
庁
舎

駐
車
場
の
有
効
活
用
と
無
断
駐
車

防
止
を
図
る
目
的
で
、
民
間
業
者

に
有
料
駐
車
場
と
し
て
貸
し
出
し

て
い
ま
す
。

　

平
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
30
分
の
間
に
入
庫
さ
れ
た

場
合
は
30
分
間
無
料
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
や
休
日
、

30
分
を
超
え
て
庁
舎
に
い
ら
し
た

方
は
、
無
料
に
な
る
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
帰
り
の

際
に
担
当
し
た
職
員
に
駐
車
券
を

お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
役
所
に
用
事
が
な
い

方
や
営
業
等
で
市
役
所
に
い
ら
し

た
方
は
料
金
が
発
生
し
ま
す
の
で

ご
承
知
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
夜
間
や
休
日
は
有
料
駐

車
場
と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
の
で
、
電
車
で
お
出
か
け
の
際

等
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
人
事
課

　

☎（
32
）8
8
8
8

机
・
ロ
ッ
カ
ー
等
の
譲
渡

に
つ
い
て

　

新
庁
舎
の
開
庁
に
よ
り
、
旧
庁

舎
で
使
用
し
て
い
た
机
や
ロ
ッ
カ

ー
等
を
自
治
会
や
自
主
グ
ル
ー
プ

な
ど
市
内
の
団
体
に
お
譲
り
し
ま

す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
や
事
前
に
確
認

さ
れ
た
い
方
は
、
総
務
人
事
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　

１
月
10
日
㈫
～
31
日
㈫

　

な
お
、
確
認
や
引
取
り
は
平
日

に
お
願
い
し
ま
す
。

■
主
な
備
品

　

事
務
机
、
事
務
イ
ス
、
書
庫
、

ロ
ッ
カ
ー
、
応
接
セ
ッ
ト　

等

※
詳
し
く
は
H
P
に
備
品
リ
ス
ト

を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
人
事
課

　

☎（
32
）8
8
8
8

　

次
の
３
つ
の
計
画（
案
）に
つ
い

て
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）を
募
集

し
ま
す
。

下
野
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
改
定（
案
）

　

将
来
の
具
体
的
な
ま
ち
づ
く
り

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
と
と
も
に
、

総
合
的
な
都
市
整
備
な
ど
の
施
策

を
展
開
し
て
い
く
う
え
で
の
指
針

と
な
る「
下
野
市
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
」の
改
定
を
平
成
27

年
度
と
28
年
度
の
２
か
年
を
か
け

て
行
っ
て
お
り
、
こ
の
た
び
、
同

計
画
の
改
定（
案
）が
ま
と
ま
り
ま

し
た
。

下
野
市
立
地
適
正
化
計
画（
都

市
機
能
誘
導
区
域
）（
案
）

　

人
口
密
度
を
維
持
し
て
コ
ン
パ

ク
ト
シ
テ
ィ
化
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た「
下
野
市
立
地
適

正
化
計
画
」の
策
定
を
平
成
27
年

度
か
ら
30
年
度
の
４
か
年
を
か
け

て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
立
地
適
正
化
計
画

に
お
け
る
都
市
機
能
誘
導
区
域

（
案
）が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

■
公
表
す
る
資
料　

１「
下
野
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン〔
改
定
版
〕」（
案
）

２「
下
野
市
立
地
適
正
化
計
画（
都

市
機
能
誘
導
区
域
）」（
案
）

■
資
料
の
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
次
の

場
所
で
閲
覧
可
能
で
す
。

①
都
市
計
画
課

②
市
民
課
石
橋
窓
口

③
市
民
課
南
河
内
窓
口

※
閲
覧
時
間
は
、
土
日
祝
日
除
く

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
意
見
の
募
集
期
間　

　

１
月
６
日
㈮
～
31
日
㈫

※
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
、

直
接
持
参
の
い
ず
れ
の
場
合
も
１

月
31
日
㈫
午
後
５
時
15
分
必
着

■
意
見
の
提
出
方
法

　

指
定
の「
意
見
等
記
入
用
紙
」に

記
入
の
う
え
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
郵
送

②
（
32
）8
6
1
2

③
電
子
メ
ー
ル

④
直
接
持
参

　

な
お
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た

だ
く
際
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
性

別
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

※
氏
名
・
住
所
の
明
記
が
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

■
送
付
・
問
い
合
わ
せ
先

　

都
市
計
画
課

　

☎（
32
）8
9
0
9

　

to
s

h
ik

e
ik

a
k

u
@

city.shim
otsuke.lg.jp

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画

（
案
）

　

市
で
は「
一
般
廃
棄
物
処
理
基

本
計
画
」を
策
定
し
、
循
環
型
社

会
の
形
成
に
向
け
た
各
種
取
組
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

来
年
度
か
ら
10
年
間
の
計
画
案

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
ご
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

■
資
料
の
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
次
の

場
所
で
閲
覧
可
能
で
す
。

①
環
境
課

②
市
民
課
石
橋
窓
口

③
市
民
課
南
河
内
窓
口

■
意
見
募
集
期
間

　

12
月
20
日
㈫
～
１
月
20
日
㈮

午
前
９
時
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
年
末
年
始
を
除
く
）。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
課

　

☎（
32
）8
8
9
8

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施

Shimotsuke
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